
自治会よりのお知らせ
・評議委員・団体役員
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ＰＴＡ 民生

　 されない事になりました。

岡崎 東

◎桜の花が咲き、いよいよ春の季節になって来ました。

　 令和5年度も今月で終わり、新年度を迎える事になります。

※この１年評議委員会に於いて、これからの役員をどう決めるのかを

　 討議を重ねて来ましたが、結論には至りませんでした。

　 回覧板等の告知による、役員募集にも応募はありませんでした。

　 そこで次の自治会総会で、自治会の進む方向とその役員を、

　 決めてはどうかと提案されました。

　 従って、今回お配りする自治会総会資料には、役員の名前が記載
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　 現在資料は作成中です。

◎先日の評議委員会の内容を合わせて添付しておきます、宜しく御願します。



６．企業協賛金（年間５０万円弱自治会に入っています）がなくなります。

◎自治会総会には皆さん参加して下さい。

４．役所、警察への申し入れは個人では中々通りにくいです。（自治会としての要求は通りやすい）

　　道路への白線引き、飛出し禁止標識の設置、通学時間帯の車の通行禁止又警察の見回りの要請、

５．災害に備えての場所の確保維持管理、一定数の備蓄品保管がなくなります。

１．防犯灯の補助（無いと各班の周辺の方でお金は出し合い修繕になります、現行タイプで３６８００円）

２．子供会への補助が無くなります（中学生に成るときのカバンの贈呈、クリスマス会補助、その他補助）

３、防犯カメラの維持管理が出来なくなります。

３．今回役員に付いては何も決まっていません、４月２１日の自治会総会で、自治会を如何するのか

　　話し合いたいとおもいます、当日に方向が決まれば役員の話も決定すると思われます。

※自治会加入のメリットとして考えられるもの。（これは出席の評議委員に伝えたものの要約です）

　　自治会に入っているメリットが感じられない。（自治会未加入の人との差が無い）

　　役員は現役では無理、定年を過ぎた人で３役をする。

　　役員報酬をもっと上げればやってくれる人も出るのではないか。

３月１６日評議委員会内容

１．先日お知らせで募集した役員には、どの班からも自薦（立候補）はありませんでした。

２．自治会は必要か、不要かに付いて意見聴取を行い、様々な発言が有りました。

　　自治会自体の存続には、必要と感じられる方のほうが意見は大かったかなと思います。
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